
●適合証あり ●適合証なし

注記

１　本表は、江東区事務手数料条例の別表第８を抜粋し見やすく加工したものです。

２　本表と区条例とに差異があった場合、条例の記載事項を正とします。

標準入力法による場合

300㎡未満のもの 227,100

300㎡以上1,000㎡未満のもの 284,400

1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 367,100

2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 523,700

非住宅部分

モデル建物法による場合

300㎡未満のもの 87,100

5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 309,000

10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 371,000

25,000㎡以上のもの 435,000

300㎡以上1,000㎡未満のもの 110,700

1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 145,700

2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 235,700

5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 646,000

10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 763,000

25,000㎡以上のもの 871,000

300㎡未満のもの 33,100

300㎡以上2,000㎡未満のもの 58,000

2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 104,000

5,000㎡以上のもの 157,000

300㎡未満のもの 33,100

300㎡以上2,000㎡未満のもの 58,000

2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 104,000

5,000㎡以上のもの 157,000

フロア入力法による場合

1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 27,100 一戸建て住宅以外の建築物

2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 80,400 住宅部分

5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 128,000 性能基準による場合

10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 161,000 300㎡未満のもの 69,100

300㎡以上2,000㎡未満のもの 116,000

2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 196,000

5,000㎡以上のもの 281,000

仕様基準又は誘導使用基準による場合

法第11条第1項に規定する非住宅部分 モデル住宅法による場合

300㎡未満のもの 9,700 200㎡未満のもの 17,700

300㎡以上1,000㎡未満のもの 16,700 200㎡以上のもの 19,100

300㎡未満のもの

2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 46,000 200㎡未満のもの 17,700

5,000㎡以上のもの 81,000 200㎡以上のもの 19,100

基準適合認定・表示制度　手数料表

単位（円） 単位（円）

一戸建て住宅 5,100 一戸建て住宅

25,000㎡以上のもの 201,000

9,700 200㎡以上のもの 38,400

300㎡以上2,000㎡未満のもの 21,000 仕様基準又は誘導使用基準による場合

一戸建て住宅以外の建築物 性能基準による場合

法第11条第1項に規定する住宅部分 200㎡未満のもの 34,400


